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相 談各種
市長との対話日
11月2日（金）　午前９時～正午　市長応接室

※10月25日（木）までに□市人事グループ（内線309）へ申込
※公務の都合により変更になる場合があります。
税務相談（税理士）
10月９日（火）　午後１時～３時　市役所相談室

※相続・贈与・譲渡・住宅取得・申告などに関する税一般
予約優先（内線264）
労働相談（西三河事務所職員）
10月１0日（水）　午後１時～4時　市役所相談室

※職場での悩みごと・困りごとなど（解雇・賃金・労働時間など）
予約制（内線264）
市民相談（□市市民生活グループ職員）
平日　午前８時30分～午後５時15分　市役所相談室

※市役所への意見・要望など（内線264）
日系人相談（ポルトガル語のわかる相談員）
平日　午前８時30分～午後５時
□市市民生活グループ（内線264）

※庁舎内の案内、通訳など
人権相談（人権擁護委員）
10月４日（木）　午後1時～3時　市役所相談室

※いじめ、虐待、差別などの人権問題（内線264）
行政相談（行政相談委員）
10月４日（木）　午後1時～3時　市役所相談室

※国・県・市などに対する苦情・要望など（内線264）
消費生活相談（消費生活相談員）
10月３・１7・２4・31日（水）　午後1時～４時
市役所相談室　※消費者トラブルの相談など（内線264）

教育相談
・いじめ不登校　月～金　午後３時～４時30分　
ほっとスペース（いきいき広場３階）
・学習、進路　月～金　午前９時～午後４時30分
いきいき広場3階学校経営グループ

※事前に、ほっとスペース（☎53－5101）または
いきいき 学校経営グループ（内線345）へ申込

心配ごと相談（弁護士）
10月４日（木）・１8日（木）
午後１時～３時45分　いきいき広場

※予約制。社会福祉協議会（☎52－2002）へ申込
介護相談（地域包括支援センター職員）
平日　午前8時30分～午後7時　いきいき広場
土曜日　午前8時30分～午後５時　いきいき広場
（☎52－9610）
家庭児童相談（家庭児童相談員）
平日　午前9時～午後4時　いきいき広場
（☎52－9872）　※子どもと家庭の悩みごとなど
母子・父子自立支援相談（母子・父子自立支援員）
平日　午前9時～午後4時　いきいき広場
（☎52－987２）
※自立に必要な情報提供・指導・相談など
心理相談（臨床心理士）
毎週水曜日　午後１時～3時　
※予約制。いきいき広場（☎52－9871）へ申込
障がい相談（相談支援専門員）
平日　午前８時30分～午後５時15分　
いきいき広場（☎54－3009）

高浜市役所 ☎ 52－1111
■℻ 52－1110

10月
□市市役所本庁舎、■いきいき いきいき広場

◉ 10月のカレンダー ◉

＜表紙＞　

市では、昨年度、給水車を購入しました。1,800リットル
の飲料水を運ぶことができ、非常時には貴重な供給手段と
なります。9月2日の総合防災訓練では訓練会場を回り、
給水活動の訓練を地域の皆さんと行いました。

■人　口／48,450人（男 25,201人・女 23,249人）
■世帯数／19,912世帯

人口と世帯数（平成30年9月1日現在）
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14:00 「屋根を飾る～鬼とは何
か～」展ギャラリートーク
（かわら美術館）

射放弓、おまんと（八幡社）

9:00 南部まち協青空市（あっぽ）
※以降毎週日曜日開催

射放弓、おまんと（神明社）

28

おまんと（春日神社・八劔社）
～10/７（日）

おまんと（神明宮）日

13:00 第17回鬼みちまつり
（高浜港駅～森前公園）
オニマルシェ
（観光案内ONI-House前）

10:00 おもちゃ病院
（エコハウス）

家族そろって食べる日
（食育の日）

1人1日当りの家庭系ゴミ排出量 
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市では、「高浜市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（計画期間2014年度～
2023年度）に基づき、ごみの減量化に取り組んでいます。

市民の皆さんには、
さらなる家庭系ごみの減量化の取り組みに対し、
理解と協力をお願いします。
※「高浜市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（計画期間2014年度～2023年度）は市公式ホームページに掲載しています。

この計画では、ごみ減量の数値目標として、１人１
日当たりの家庭系ごみ排出量（資源回収されたものを
除く）を、計画スタート時の545gから、中間年度に
は470g、最終年度には400gに減らすことを目標に
設定しています。計画に従い、市では資源回収、「ご
み分別便利帳」の作成、エコハウスでの環境学習・資
源ごみ分別学習などをとおして、ごみの減量化に取り
組んできました。
しかし、各年度の排出量は、右のグラフのとおりで
あり、近年は530g～540g前後の横ばい傾向となっ
ています。また、中間年度である今年７月末までの試
算でも560gとなっており、中間年度の数値目標
470gの達成は難しい状況です。

この計画では、具体的な取組み（７本の柱）を掲げ
ていますが、そのひとつに【⑶ごみ袋の仕様を検討し
ます。また、有料化の検討をします。】としており、
具体的には、「可燃ごみ排出の減量が進まないときは、
世帯人数による一定枚数の無料配布を中止し、指定ご
み袋の有料化を進めます。指定ごみ袋の価格について、
愛知県内や近隣市の状況を調査し、検討します。」と
いう内容となっています。
近年の1人1日当たりの家庭系ごみ排出量や中間年
度である今年の排出量見込みなどから、本基本計画に
基づき、指定ごみ袋の無料配布の中止も視野に、検討
が必要な状況となっています。

数値目標をたて、減量化に取り組んできましたが…

計画に基づく今後の考え方として…

問合せ先　□市市民生活グループ　☎52－1111（内線263・264）

さらなる
家庭系ごみの減量化に
協力してください


